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各   位  
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事業の現状、今後の展開等について  
 

当社は、事業の現状、今後の展開等について、下記のとおり東京証券取引所に対し、

同社有価証券上場規程第 311 条第 1 項第 4 号に定める書面を提出いたしましたので、

お知らせいたします。  

本書面の提出により、平成 23 年 5 月 31 日までのいずれかの月において、月間平均

時価総額及び月末時価総額が時価総額基準の金額（＊）以上となった時は、一部から

二部への指定替え基準には該当しないことになります。  

当社では、下記の今後の展開に記載した内容を推進して事業計画の改善を実現し、

市場からの評価を高め、時価総額を時価総額基準の金額以上へ回復し、今後とも東京

証券取引所市場第一部上場を維持するよう努めてまいる所存であります。  

＊平成 21 年 12 月 15 日付で、同基準の変更（20 億円から 12 億円）が平成 22 年 12

月末まで延長されております。  

記  

1. 事業の現状  

当社は会社設立以来、「人と人」「人と街」「人々の暮らし」－それらの快適な関

係の創造を通じて社会に貢献することを経営理念とし、分譲マンション事業の企

画・販売に特化した事業展開を行い、発展してまいりました。  

事業環境としましては、国内経済は新興諸国の経済成長や経済対策等により企

業業績や個人消費については若干ながら回復の兆しが見られるものの、一方では急

激な円高の進行が続いており、また地政学的なリスクが鮮明になる中、依然として

雇用環境等は厳しく、景気先行きの不透明感は払拭できない状況が続いており、引

き続き景気の二番底についての警戒感が強まっております。  

当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅ローン減税や長期優良住

宅減税などの住宅取得優遇策等が一定の需要を下支えすることとなり、大都市圏を



中心に一部に明るさが見られるものの、地方都市を含む全体的な状況は総じて厳し

い環境が続いており、本格的な回復にはなお一層の時間を要するものと考えられま

す。  

このような状況下において当社グループは、一昨年度より引き続き経営資源を

分譲マンション事業へ集約し、販管費等の大幅削減に努めながら、事業安定化に向

けた経営努力を継続しております。当第３四半期連結会計期間におきましても、不

稼働資産を中心にたな卸資産の圧縮に努めたものの、利益率が低下いたしました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は売上

高 12,000 百万円（前年同四半期比 19.9％減）、営業損失 1,005 百万円（前年同四

半期は営業損失 4,748 百万円）、経常損失 1,500 百万円（前年同四半期は経常損失

5,364 百万円）、四半期純損失 1,101 百万円（前年同四半期は四半期純損失 5,732

百万円）となりました。  

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

<分譲マンション事業> 

分譲マンション事業におきましては、依然として国内経済の先行き不透明感に

よる消費マインドは低く、価格調整も続いている状況等ではありましたが、当社グ

ループの主たる営業エリアである東日本の地方衛星都市を主体に潜在需要の掘り

起こしを行ったことやたな卸資産の圧縮に努めた結果、売上高は増加しました。こ

の結果、売上高は 10,795 百万円（前年同四半期比 9.7％増）、営業損失は 1,350 百

万円（前年同四半期は営業損失 1,810 百万円）となりました。  

<不動産流動化事業> 

不動産流動化事業におきましては、新規物件開発は凍結し、たな卸資産の圧縮

に努めております。その一環として仙台市内における不稼働資産を売却いたしま

したが、たな卸資産処分損として特別損失へ計上したため、売上高、営業損益とも

計上しておりません。  

<不動産賃貸事業> 

不動産賃貸事業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。こ

の結果、売上高 612 百万円（前年同四半期比 7.6％減）、営業利益 324 百万円（前

年同四半期比 12.2％減）となりました。  

<その他の事業> 

その他の事業におきましては、販売代理事業が堅調に推移いたしましたが、子会

社の内装工事等の売上高が減少しました。この結果、売上高 593 百万円（前年同四

半期比 37.3％減）、営業利益 85 百万円（前年同四半期比 66.6％減）になりました。  

 

 

 

 

 



（ご参考）  （百万円） 

 
平成 21 年 12 月期  

第３四半期連結累計期間 

平成 22 年 12 月期  

第３四半期連結累計期間 

平成 21 年 12 月期  

連結累計期間  

売上高  14,984 12,000 19,964 

経常利益  △5,364 △1,500 △5,990 

当期純利益  △5,732 △1,101 △6,443 

2. 今後の展開  

(1) このような状況下において当社グループといたしましては不動産流動化事業

において、新規物件開発は行わず、在庫物件の早期売却を進めてまいり

ます。そして、当社グループが最も得意とする地方衛星都市を中心とし

た分譲マンション事業に特化することにいたしました。グループの全資

源を分譲マンション事業に集約し、多様化するニーズを的確に捉えた商

品企画と積極的な提案型営業を、常に顧客の立場に立った視点で行い、

顧客満足を徹底的に追求することであります。  

更には販管費等を大幅に削減することにより、事業安定化を図ってまい

る所存です。  

(2) 当社は、平成 22 年 2 月 15 日付にて経営責任を明確にし、今後の事業展開に対

応すべく経営体制の刷新を図り、一層の企業価値向上を目指すため、代

表取締役の異動を行っております。  

また、平成 22 年 3 月 30 日付にて当社グループのガバナンス体制を強化

するため、「執行と監督の分離」により業務執行と経営監督とを明確に

分化するべく執行役員制度を新たに導入しております。さらに組織のフ

ラット化と弾力的な組織運営を図るため、「本部」を一部廃止し、併せ

て全組織で課制を廃止しグループとします。各部の整理統合を大胆に行

い、責任の所在の明確化と同時に迅速な意思決定を実現することを目的

とします。  

(3) 中期的には、下記目標の達成に向け全力で取り組んでまいります。  

① 東北地区マンション供給戸数第１位の地位確立 

② 分譲マンション事業への特化 

③ 潜在需要の掘り起こしを喚起する効率的な営業手法の強化 

④ 不動産流動化事業の在庫物件早期売却 

⑤ 人材の開発、教育の強化 

⑥ コンプライアンスの遵守 

⑦ 責任と権限を明確にした内部統制体制の強化 



3. 今後の見通し  

国内不動産市場の回復にはまだ時間がかかり、事業環境は依然として厳しい状況

が継続するものと思われますが、当社グループが最も得意とする地方衛星都市を中

心とした分譲マンション事業への特化、不動産流動化事業に係る資産の早期売却、

コスト削減プロジェクトチームの立ち上げによる販売費及び一般管理費の大幅削

減に努め、事業や資金収支の安定化を図り、市場からの信頼を得ることによって、

今後も東京証券取引所市場第一部上場を維持するよう努めてまいる所存でありま

す。  

 
以上  
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